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諸 般 の 報 告

第１回中間市議会臨時会

令和３年１月２９日

（議決事件の条項、字句、数字等の整理）

１．令和２年第６回中間市議会定例会に上程され、１２月２２日の本会議において議長に

委任された「第５９号議案 令和２年度中間市一般会計補正予算（第７号）」の条項、

字句、数字、その他の整理について、同日付で行った。

（報告書の受領）

２．地方自治法第２３５条の２第３項の規定により、各会計の例月出納検査結果報告書を、

令和２年１２月２８日、令和３年１月１２日、１９日付で監査委員から下記のとおりそ

れぞれ受領した。

記

（１）一般会計及び特別会計等 令和２年１０月分

（２）水 道 事 業 会 計 令和２年１０月分

（３）病 院 事 業 会 計 令和２年９月分

（４）下 水 道 事 業 会 計 令和２年８月～１０月分

３．地方自治法第１９９条第９項の規定により、定期監査結果報告書を、令和３年１月

５日、１９日付で監査委員から下記のとおりそれぞれ受領した。

記

（１）中間北小学校 平成３０年度

中間西小学校 令和元年度

令和２年度（監査直近月まで）

（２）会 計 課 平成３０年度

令和元年度

令和２年度（監査直近月まで）
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（意見書の提出）

令和２年１２月２２日の本会議で可決された下記の意見書を、同日付で関係機関に対し

てそれぞれ送付した。

記

（１）住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化を求める意見書

（２）不妊治療への保険適用の拡大を求める意見書
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────────────────────────────────────────

令和３年 第１回 １月（臨時）中 間 市 議 会 会 議 録（第１日）

令和３年１月29日（金曜日）

────────────────────────────────────────

議事日程（第１号）

令和３年１月29日 午前10時00分開会

日程第 １ 会期の決定

日程第 ２ 承認第１号 専決処分を報告し、承認を求めることについて

（令和２年度中間市一般会計補正予算（第９号））

（日程第２ 提案理由説明・質疑・討論・採決）

日程第 ３ 第１号議案 令和２年度中間市一般会計補正予算（第１０号）

（日程第３ 提案理由説明・質疑・委員会付託）

日程第 ４ 第２号議案 中間市市民会館設置条例の一部を改正する条例

（日程第４ 提案理由説明・質疑・委員会付託）

日程第 ５ 第３号議案 財産の処分について

（日程第５ 提案理由説明・質疑・委員会付託）

【 休 憩 】

日程第 ６ 第１号議案 令和２年度中間市一般会計補正予算（第１０号）

（日程第６ 委員長報告・質疑・討論・採決）

日程第 ７ 第２号議案 中間市市民会館設置条例の一部を改正する条例

（日程第７ 委員長報告・質疑・討論・採決）

日程第 ８ 第３号議案 財産の処分について

（日程第８ 委員長報告・質疑・討論・採決）

日程第 ９ 会議録署名議員の指名

──────────────────────────────

本日の会議に付した事件

議事日程のとおり

──────────────────────────────

出席議員（15名）

１番 植本 種實君 ２番 小林 信一君

３番 堀田 克也君 ４番 柴田 芳信君

５番 田口 澄雄君 ７番 掛田るみ子君
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８番 草場 満彦君 ９番 中尾 淳子君

１０番 山本 慎悟君 １１番 安田 明美君

１２番 梅澤 恭徳君 １３番 柴田 広辞君

１４番 中野 勝寛君 １５番 井上 太一君

１６番 下川 俊秀君

──────────────────────────

欠席議員（０名）

──────────────────────────

欠 員（２名）

──────────────────────────

説明のため出席した者の職氏名

市長 ……………… 福田 浩君 副市長 …………… 白尾 啓介君

教育長 …………… 片平 慎一君 総務部長 ………… 田中 英敏君

保健福祉部長 …… 藤田 宜久君 建設産業部長 …… 篠田 耕一君

環境上下水道部長 ………………………………………………… 安徳 保君

教育部長 ………… 佐伯 道雄君 財政課長 ………… 蔵元 洋一君

公共施設管理室長 ………………………………………………… 大貝 憲司君

契約課長 ………… 井上 篤君 健康増進課長 …… 岩河内弘子君

産業振興課長 …… 山本 竜男君 生涯学習課長 …… 米満 孝智君

──────────────────────────

事務局出席職員職氏名

事務局長 西村 拓生君 書 記 東 隆浩君

書 記 志垣 憲一君 書 記 千々和 完君

──────────────────────────────



- 5 -

議案の委員会付託表

令和３年１月２９日

第１回中間市議会臨時会

議案番号 件 名 付託委員会

第１号議案 令和２年度中間市一般会計補正予算（第１０号） 別 表 １

第２号議案 中間市市民会館設置条例の一部を改正する条例
総合政策

第３号議案 財産の処分について
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別 表 １

令和２年度中間市一般会計補正予算（第１０号）

別 表 ２

歳 入

歳 出

条 付 託 事 項 付託委員会

第１条 第１表 歳入歳出予算補正 別 表 ２

款 別 款 名 項 別 付託委員会

１６ 財産収入 全 項 総合政策

款 別 款 名 項 別 付託委員会

２ 総 務 費 全 項 総合政策

７ 商 工 費 全 項 産業消防
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午前10時00分開会

○議長（下川 俊秀君）

おはようございます。

ただいまの出席議員は１５名で、定足数に達しております。これより令和３年第１回中

間市議会臨時会を開会し、直ちに本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付しておりますので、ご了承をお願いいたします。

この際、日程に入ります前に諸般の報告を行います。報告事項はお手元に配付しており

ます。朗読は省略したいと思いますので、ご了承をお願いいたします。

なお、今臨時会においても、新型コロナウイルス感染防止のため、議員の議席及び執行

部席の間隔を空けておりますので、ご了承お願いいたします。

────────────・────・────────────

日程第１．会期の決定

○議長（下川 俊秀君）

これより、日程第１、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期臨時会の会期は、お手元の会期日程表のとおり、本日１日間と

いたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

ご異議なしと認めます。よって、今期臨時会の会期は１日間と決しました。

────────────・────・────────────

日程第２．承認第１号

○議長（下川 俊秀君）

次に、日程第２、承認第１号専決処分を報告し、承認を求めることについて（令和２年

度中間市一般会計補正予算（第９号））を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

○市長（福田 浩君）

承認第１号令和２年度中間市一般会計補正予算（第９号）につきましては、地方自治法

第１７９条第１項の規定により専決処分といたしましたので、同条第３項の規定によりご

報告申し上げます。

新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの予防接種については、国は、昨年９月

１５日にワクチンの確保等について予備費を使用することを閣議決定し、新型コロナウイ

ルスワクチン接種体制確保事業の実施に係る経費についても計上されております。

この事業は、ワクチンの供給が開始され次第、迅速に国民への接種が行えるよう、接種

の実施主体である市町村の体制整備を図るものであり、その内容といたしましては、住民

への個別通知や接種券の作成、接種の状況を管理するシステムの改修等でございます。
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現在、当該感染症のワクチンにつきましては、承認申請の段階にあり、接種開始時期は

明示されておりませんが、国は、２月下旬頃から医療従事者に、３月中旬頃から高齢者に

接種を開始することを想定しており、それまでに接種券の発送準備等を終えるように求め

ております。

そのため、早急に事業に着手する必要があり、議会を招集する時間的余裕がなかったこ

とから、関連経費を計上した補正予算を本年１月８日付で専決処分いたしたものでござい

ます。

補正予算の内容といたしまして、まず、歳出につきましては、衛生費におきまして、接

種券の発送等に係る経費やシステムの改修に係る委託料を合わせて５１０万円を追加する

ものでございます。

また、歳入につきましては、新たに創設されました新型コロナウイルスワクチン接種体

制確保事業費国庫補助金５１０万円を追加いたしております。

以上により、歳入歳出それぞれ５１７万７,０００円を追加し、予算の総額を歳入歳出

それぞれ２４７億４,４１９万４,０００円としたものでございます。

ご審議の上、ご承認賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○議長（下川 俊秀君）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

質疑なしと認めます。

お諮りいたします。ただいま議題となっております承認第１号は委員会の付託を省略し

たいと思いますが、これにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

ご異議なしと認め、委員会の付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

討論なしと認めます。

これより、承認第１号専決処分を報告し、承認を求めることについて（令和２年度中間

市一般会計補正予算（第９号））を採決いたします。

お諮りいたします。本案を原案のとおり承認することにご異議ありませんか。

（「異議なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

ご異議なしと認めます。よって、承認第１号は原案のとおり承認されました。
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────────────・────・────────────

日程第３．第１号議案

○議長（下川 俊秀君）

次に、日程第３、第１号議案令和２年度中間市一般会計補正予算（第１０号）を議題と

いたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

○市長（福田 浩君）

第１号議案令和２年度中間市一般会計補正予算（第１０号）について、提案理由を申し

上げます。

今回の補正予算は、次の２件を内容とするものでございます。

一つ目といたしましては、後ほど第３号議案にてご説明いたします財産の処分に伴うも

のでございます。

二つ目といたしましては、新型コロナウイルスの感染拡大により、今月１４日に福岡県

を対象に発出された緊急事態宣言に対する対応として、地域経済全体の活性化を目的とし

て、市内の事業者を対象に中間市中小企業等応援金を支給するものでございます。

これらにつきましては、財産の処分に伴う補正にあっては大変厳しい財政状況にある本

市にとって、収入確保は喫緊の課題であり、当該市有地の売却を今年度中に完了させる必

要があること、また、中間市中小企業等応援金に係る補正にあっては、緊急事態宣言の影

響が非常に深刻であり、早急に対策を実施する必要があることから、緊急に提案させてい

ただくものでございます。

それでは、補正予算の内容につきましてご説明申し上げます。

まず、歳出につきましては、総務費におきまして、今回の市有地売却に際し、不動産業

者等と締結している市有地処分の媒介に関する協定に基づき業者に媒介を依頼したため、

売却が完了した場合に業者に支払う媒介手数料として５３０万円を計上いたしております。

また、財源調整のため、財政調整基金に４億７,４５０万円の積立てを行うことといたし

ております。

商工費におきましては、中間市中小企業等応援金事業に関する経費として２,５３０万

円を計上いたしております。この事業は、国、県または市のいずれかの持続化給付金の対

象となった市内の事業者を対象に、福岡県感染拡大防止協力金の給付対象者を除き、一律

５万円を支給するものでございます。

次に、歳入につきましては、財産収入におきまして、市有地売払収入として５億

５２０万円を計上いたしております。

以上により、歳入歳出それぞれ５億５２６万７,０００円を追加し、予算の総額を歳入

歳出それぞれ２５２億４,９４６万１,０００円とするものでございます。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。
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○議長（下川 俊秀君）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

質疑なしと認めます。ただいま議題となっております第１号議案は、会議規則第３７条

第１項の規定により、所管の各常任委員会に付託いたします。

────────────・────・────────────

日程第４．第２号議案

○議長（下川 俊秀君）

次に、日程第４、第２号議案中間市市民会館設置条例の一部を改正する条例を議題とい

たします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

○市長（福田 浩君）

第２号議案中間市市民会館設置条例の一部を改正する条例について、提案理由を申し上

げます。

本市の公共施設につきましては、昨年の６月市議会定例会において、中間市働く婦人の

家設置及び管理に関する条例を廃止する条例、９月市議会定例会において、中間市中央公

民館条例を廃止する条例について、それぞれ議決いただき、両施設は、本年３月３１日を

もって廃止されることとなりました。

今回の条例改正は、これらの施設の廃止による市民の皆様のご不便やご負担を少しでも

解消するため、代替施設の一つである中間市市民会館につきまして、一部施設の使用時間

の区分を見直し、市民サービスの維持及び利便性の向上並びに効率的運営を図るものでご

ざいます。

条例改正の内容としましては、同会館におきまして、「半日以上又は午前、午後若しく

は夜間」を単位としていた会議室の使用時間の区分を改め、「半日以上又は１時間」を単

位とするものでございます。

なお、条例の施行日につきましては、令和３年４月１日とし、施行期日前においても同

日以降の使用時間の区分での使用または利用に係る申請等の手続を行うことができること

といたしております。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長（下川 俊秀君）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

質疑なしと認めます。
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ただいま議題となっております第２号議案は、会議規則第３７条第１項の規定により、

所管の総合政策委員会に付託いたします。

────────────・────・────────────

日程第５．第３号議案

○議長（下川 俊秀君）

次に、日程第５、第３号議案財産の処分についてを議題といたします。

提案理由の説明を求めます。福田市長。

○市長（福田 浩君）

第３号議案財産の処分について、提案理由を申し上げます。

今回処分いたします財産は、中間市岩瀬一丁目に所在する３１筆、合計面積１万

３,２９６.５０平方メートルの土地でございます。

この財産について、先月２３日に売却価格を５億５２６万７,０００円として随意契約

による買受人を先着順で公募しましたところ、福岡県直方市の有限会社エイチエス・コー

ポレーションから応募があったことから、同社と今月１８日付で土地売買仮契約を締結い

たしました。

つきましては、この土地の処分に当たりまして、地方自治法第９６条第１項第８号及び

議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により、議

決を求めるものでございます。

ご審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○議長（下川 俊秀君）

これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

質疑なしと認めます。ただいま議題となっております第３号議案は、会議規則第３７条

第１項の規定により、所管の総合政策委員会に付託いたします。

この際、暫時休憩いたします。

休憩中に各常任委員会に付託されました議案の審査をお願いします。再開は追って連絡

いたします。

午前10時12分休憩

………………………………………………………………………………

午前11時00分再開

○議長（下川 俊秀君）

休憩前に引き続き会議を開きます。

────────────・────・────────────

日程第６．第１号議案
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○議長（下川 俊秀君）

これより、日程第６、第１号議案令和２年度中間市一般会計補正予算（第１０号）を議

題とし、各常任委員長の報告を求めます。

まず、中野勝寛総合政策委員長。

○総合政策委員長（中野 勝寛君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第１号議案令和２年度中間市一般

会計補正予算（第１０号）のうち、総合政策委員会に付託されました所管部分について審

査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

今回の補正予算は、歳入歳出それぞれ５億５２６万７,０００円を追加し、予算の総額

をそれぞれ２５２億４,９４６万１,０００円とするものです。

まず、歳出につきましては、総務費において、市有地売却に当たり、不動産業者への媒

介手数料として５３０万円、当補正予算の財源調整として財政調整基金積立金に４億

７,４５０万円が計上されています。

次に、歳入につきましては、財産収入において、市有地売払収入として５億５２０万円

が計上されています。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に、採決いたしました結果、全員賛成で、原案どおり可決すべきと決した次第であ

ります。

よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。

○議長（下川 俊秀君）

次に、植本種實産業消防委員長。

○産業消防委員長（植本 種實君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第１号議案令和２年度中間市一般

会計補正予算（第１０号）のうち、産業消防委員会に付託されました所管部分について審

査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

歳出につきましては、商工費において、新型コロナウイルス対策である緊急商工業振興

対策に要する経費が２,５３０万円計上されております。これは、新型コロナウイルス感

染拡大により、今月１４日に福岡県を対象に緊急事態宣言が発出され、地域経済に影響が

出ていることから、地域経済全体を活性化することを目的として、国、県または市のいず

れかの持続化給付金の対象となった市内の事業者のうち、福岡県感染拡大防止協力金の給

付対象でない事業者に、中間市中小企業等応援金として一律５万円を支給するものとなっ

ております。

最後に、採決いたしました結果、全員賛成で、原案どおり可決すべきと決した次第であ

ります。

よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。
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○議長（下川 俊秀君）

これより審議に入ります。ただいまの委員長の報告に対し質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

討論なしと認めます。

これより、第１号議案令和２年度中間市一般会計補正予算（第１０号）を起立により採

決いたします。本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとお

り決することに賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

○議長（下川 俊秀君）

全員起立であります。よって、第１号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第７．第２号議案

○議長（下川 俊秀君）

次に、日程第７、第２号議案中間市市民会館設置条例の一部を改正する条例を議題とし、

総合政策委員長の報告を求めます。中野勝寛総合政策委員長。

○総合政策委員長（中野 勝寛君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第２号議案中間市市民会館設置条

例の一部を改正する条例について審査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上

げます。

本条例の改正は、本年３月３１日をもって、中間市働く婦人の家及び中間市中央公民館

が廃止されることから、両施設の代替施設の一つである中間市市民会館における会議室の

使用時間の区分の単位を「半日以上又は午前、午後若しくは夜間」から「半日以上又は

１時間」に改め、市民サービスの維持及び利便性の向上を図るものです。

なお、条例の施行日につきましては、令和３年４月１日とし、施行期日前においても同

日以降の使用時間の区分での使用または利用に係る申請等の手続を行うことができるよう

になっております。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に、採決いたしました結果、全員賛成で、原案どおり可決すべきと決した次第であ

ります。

よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。
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○議長（下川 俊秀君）

これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

討論なしと認めます。

これより、第２号議案中間市市民会館設置条例の一部を改正する条例を起立により採決

いたします。

本案に対する委員長の報告は可決であります。本案を委員長の報告のとおり決すること

に賛成の諸君の起立を求めます。

（起立）

○議長（下川 俊秀君）

全員起立であります。よって、第２号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第８．第３号議案

○議長（下川 俊秀君）

次に、日程第８、第３号議案財産の処分についてを議題とし、総合政策委員長の報告を

求めます。中野勝寛総合政策委員長。

○総合政策委員長（中野 勝寛君）

ご指名によりまして、ただいま議題となっております第３号議案財産の処分について審

査を行いましたので、その概要と結果をご報告申し上げます。

今回処分される財産は、中間市岩瀬一丁目に所在する合計面積１万３,２９６.５平方

メートルの土地であり、先月２３日に売却価格を５億５２６万７,０００円として買受人

が公募され、応募があった福岡県直方市の有限会社エイチエス・コーポレーションと１月

１８日付で土地売買仮契約が締結されております。

以上が、当委員会に付託されました議案の概要であります。

最後に、採決いたしました結果、全員賛成で、原案どおり可決すべきと決した次第であ

ります。

よろしくご審議のほどお願い申し上げまして、委員長の報告を終わります。

○議長（下川 俊秀君）

これより質疑に入ります。ただいまの委員長の報告に対し、質疑はありませんか。

（「なし」の声あり）
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○議長（下川 俊秀君）

質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」の声あり）

○議長（下川 俊秀君）

討論なしと認めます。

これより、第３号議案財産の処分についてを起立により採決いたします。本案に対する

委員長の報告は可決であります。本案を委員長のとおりに決することに賛成の諸君の起立

を求めます。

（起立）

○議長（下川 俊秀君）

全員起立であります。よって、第３号議案は委員長の報告のとおり可決されました。

────────────・────・────────────

日程第９．会議録署名議員の指名

○議長（下川 俊秀君）

これより、日程第９、会議録署名議員の指名を行います。

本日の会議録署名議員は、会議規則第８５条の規定により、議長において、植本種實君

及び中野勝寛君を指名いたします。

────────────・────・────────────

○議長（下川 俊秀君）

以上をもちまして、今期臨時会に付議された案件は全て議了いたしました。よって、令

和３年第１回中間市議会臨時会は、これにて閉会いたします。

午前11時08分閉会

──────────────────────────────
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